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１．プログラムの目的 

  平成２４年、全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生し

たことを受け、平成２５年に小・中学校の通学路において関係機関と連携し

て緊急合同点検を実施し、必要な対策内容についても関係機関で協議してき

た。 

  今後も引き続き通学路の安全確保に向けた取組を推進するため、この度「伊

万里市通学路交通安全プログラム」を策定し、平成２６年度から本プログラ

ムに基づき、関係機関が連携し計画的かつ継続的に通学路の交通安全対策の

実施により通学路の安全確保を図る。 

 

２．通学路安全対策連絡協議会の設置 

  緊急合同点検で構築した連携体制を有効に活用し、通学路の安全対策を推

進・実施するため、以下のメンバーによる「通学路安全対策連絡協議会」を

設置する。 

  なお、本プログラムは、この会議で議論し策定した。 

（１）構成機関 

  ・国土交通省佐賀国道事務所武雄維持出張所 

  ・佐賀県伊万里土木事務所 

  ・伊万里警察署交通課 

  ・伊万里市総務部総務課 

  ・伊万里市建設部建設課 

  ・伊万里市教育委員会学校教育課 

   ※各小・中学校、PTA 及び地元調整は伊万里市教育委員会が窓口となる。 

（２）連絡協議会は構成機関の実務担当者で構成する。 

（３）連絡協議会事務局は伊万里市教育委員会学校教育課に置く。 

（４）事務局は必要に応じ、連絡協議会を招集する。 

教育委員会

道路管理者 交通管理者

各小・中学校各小・中学校

地元 ＰＴＡ地元 ＰＴＡ

通学路安全対策連絡協議会

○国土交通省佐賀国道事務所

武雄維持出張所

○佐賀県伊万里土木事務所

○伊万里市役所建設部建設課

○伊万里警察署交通課

○学校教育課

○伊万里市総務部総務課



３．取組方針 

（１）基本的な考え方 

  継続的な通学路の安全確保を推進するため、ＰＤＣＡサイクルにより、繰

り返し見直しながら安全対策を実施し、さらなる安全確保に努める。 

（２）定期的な合同点検 

  市内の小・中学校を対象に下記の内容で毎年合同点検を実施する。 

時期 内容 

４月～５月 
・校区単位による通学路安全点検を実施し、危険箇所等の抽出を行う。

・学校単位で点検結果を市教育委員会に提出する。 

６月～８月 
・提出された点検結果をもとに、連絡協議会で合同点検を実施し、危険

要因を明らかにする。 

随  時 ・必要に応じて、合同点検を行う。 

 

（３）対策の検討 

  合同点検の結果から明らかになった対策必要箇所について、箇所ごとに対

策を通学路安全対策連絡協議会で検討する。 

  ○ハード対策・・道路・歩道の整備・改良、防護柵の設置、路面表示等の

設置、標識・看板の設置など 

  ○ソフト対策・・通学路の見直し、児童生徒への安全教育、交通規制、交

通取り締まり、防犯パトロールなど 

 

（４）対策の実施 

   ハード対策には完了目標を設定し、連絡協議会のメンバーが連携して迅

速かつ円滑に安全対策が図れるように努める。 

ハード対策完了目標の設定 

Ａ．短期（１年未満） Ｂ．中期（１～３年） Ｃ．長期（３年以上） 

これまでの点検成果の活用

合同点検の実施 対策の検討

対策の実施

効果の評価

対策の改善

Plan

Do

Check

Action



（５）効果の評価 

  対策を実施した箇所について、実際に期待している効果が上がっているの

か関係者等に対して聞き取り等を行い、連絡協議会で対策の効果を評価する。 

 

（６）対策の改善 

  対策実施後も合同点検や効果把握の結果を踏まえて、対策内容の改善・充

実を図る。 

 

（７）対策箇所図、対策一覧表の作成・公表 

  合同点検によって抽出した対策必要箇所については、関係者間で認識を共

有するために「対策箇所図」及び「対策一覧表」を作成し、公表する。 


